「出資の総口数及び払込済出資総額」の変更登記申請書

　　事業年度末日現在の出資の総口数及び払込総出資総額の変更について、当該年度が終了した日から、４週間以内に登記をしなければなりません。もちろん変更のあった都度、登記しても差し支えありません。

事業協同（企業・商工・協業）組合変更登記申請書





　１．名　　　　　　　称　　○○○○協同（企業・商工・協業）組合


　１．主たる事務所　　岐阜県○○市○○町○丁目○番地○


　１．登記の事由　　出資の総口数及び払込済出資総額の変更


　１．登記すべき事項　　別紙のとおり


　１．添付書類　　出資の総口数及び払込済出資総額の変更を証する


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　監事の証明書　　　１通


　上記のとおり登記の申請をする。


　　　令和○年○月○日


　　　　　　　　　　　　　　　　　岐阜県○○市○○町○丁目○番地○


　　　　　　　　　　　　　　　　申請人　○○○○協同（企業・商工・協業）組合


　　　　　　　　　　　　　　　　　岐阜県○○市○○町○丁目○○○番地


　　　　　　　　　　　　　　　　代表理事　　　　○○○○　　　� eq \o\ac(○,印)�





岐阜地方法務局　　御中








